
 

参考資料 

松戸市低入札価格調査実施要綱の一部を改正する新旧対照条文 

（下線部分は改正部分） 

 

変 更 前 変 更 後 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 

（(1)～(15) 略） 

 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 

（(1)～(15) 略） 

  

(16) 被調査者 低価格入札者のうち、現に低入

札価格調査を受けている者をいう。 

 

（入札者への周知） 

第６条 契約担当課長は、入札の公告、公表又は指

名通知に次の各号に関する事項を明記するとと

もに、入札心得の提示又は入札（電子入札の場合

は開札）執行の際に説明するものとする。 

 

 （(1)～(6) 略） 

 

  

 

 

 

 

 

 (7)  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入札者への周知） 

第６条 契約担当課長は、入札の公告、公表又は指

名通知に次の各号に関する事項を明記するとと

もに、入札心得の提示又は入札（電子入札の場合

は開札）執行の際に説明するものとする。 

 

 （(1)～(6) 略） 

 

(7) 調査基準価格を下回る価格をもって入札し

た者との契約に係る前金払は、請負代金額の１

０分の２以内とし、また、前金払と中間前金払

の合計額は、請負代金額の１０分の４以内とす

ること。 

 

 (8) （略） 

 

 (9) 調査基準価格を下回る価格をもって入札し

た者との契約において、当該者が過去２年以内

に竣工した松戸市発注の工事等に関し次の要

件に該当する場合は、配置技術者の１名増員を

義務付けること。 

ア ６５点未満の工事成績評定を受けてい

る者 

イ 発注者から工事完成検査等において補

修（軽微な手直し等は除く。）の必要があ

ると認められた場合若しくは工事目的物

の全部又は一部引き渡し後、契約不適合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)  （略） 

 

（引き渡された工事目的物が種類又は品

質に関して契約の内容に適合しないも

の。）に起因し工事請負契約書に基づく補

修軽微な手直し等は除く。）又は代替物の

引渡しによる履行の追完請求、代金減額請

求又は損害賠償を請求された者 

ウ 品質管理等に関し、指名停止措置等を受

けた者 

エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させ

た者 

 

(10)  （略） 

 

（低入札価格調査報告書等） 

第９条 （第１項～第５項 略） 

 

６ 低入札価格調査報告書については、一旦提出さ

れた後の一部又は全部の差し替え及び書類の追

加提出は認めないものとし、調査の途中段階にお

いて適正な低入札価格調査報告書が提出されな

いことが明らかになった場合は、当該被調査者に

対する調査を中止するものとする。ただし、低入

札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、

低入札価格調査の実施者が必要と認めるときは、

１回に限り、提出期限後の書類の提出認めるもの

とし、これによってなお不備があるときは、当該

被調査者対する調査を中止するものとする。この

場合において、書類の追加提出に係る提出期限に

ついては、書類作成に必要な時間を確保した上で

適切に設定するものとする。 

 

 

（第７項 略） 

 

（低入札価格調査報告書等） 

第９条 （第１項～第５項 略） 

 

６ 低入札価格調査報告書については、一旦提出さ

れた後の一部又は全部の差し替え及び書類の追

加提出は認めないものとし、調査の途中段階にお

いて低入札価格調査報告書が松戸市低入札価格

調査様式作成手引きに従い作成されていないこ

とが明らかになった場合は、当該被調査者に対す

る調査を中止するものとする。ただし、低入札価

格調査報告書等及び事情聴取の内容により、低入

札価格調査の実施者が必要と認めるときは、１回

に限り、提出期限後の書類の提出認めるものと

し、これによってなお不備があるときは、当該被

調査者対する調査を中止するものとする。この場

合において、書類の追加提出に係る提出期限につ

いては、書類作成に必要な時間を確保した上で適

切に設定するものとする。 

 

 （第７項 略） 

 

 （新規） （第２順位者以下の者に対する低入札価格調査の実

施） 

第１２条 契約担当課長は、第１順位者に係る調査

結果について失格判定基準に該当すると判断し

たとき又は第１順位者が調査除外者となったと

きは、その時点における調査対象者のうち第１順

位者の次に低い価格をもって入札した者又は評

価値の高い者（以下「第２順位者」という。）に

ついて、低入札価格調査を実施するものとする。 



 

２ 契約担当課長は、第２順位者に係る調査結果に

ついても失格判定基準に該当すると判断したと

き又は第２順位者が調査除外者になったときは、

その時点における調査対象者のうち第２順位者

の次に低い価格をもって入札した者又は評価値

の高い者について、低入札価格調査を実施するも

のとし、以下順次同様に、調査対象者について低

入札価格調査を実施するものとする。 

３ 前各号の規定にかかわらず、契約担当課長は、

複数の低価格入札者について並行して低入札価

格調査を実施することができるものとする。 

 

（松戸市建設工事等契約審査会への付議） 

第１２条 （略） 

（松戸市建設工事等契約審査会への付議） 

第１３条 （略） 

 

（契約審査会の審査） 

第１３条 （略） 

（契約審査会の審査） 

第１４条 （略） 

 

（落札者の決定等） 

第１４条 （略） 

（落札者の決定等） 

第１５条 （略） 

 

（調査対象工事の概要等の公表） 

第１５条 （略） 

（調査対象工事の概要等の公表） 

第１６条 （略） 

 

（虚偽説明等への対応） 

第１６条 （略） 

（虚偽説明等への対応） 

第１７条 （略） 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この要綱の規定は、施行日以後に入札公告又

は指名通知を行う入札について適用し、施行日

前までに入札公告又は指名通知を行った入札

については、なお従前の例による。 

 


